
 

【参考 1】 
 
○所持する免許状の欄の書き方について 

免許状の種類 教科・特別支援教育領域等 

幼稚園教諭（普通） 

専修・一種・二種免許状 
 

小学校教諭（普通・特別） 

専修・一種・二種免許状 

（特別のみ） 

国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育 

中学校教諭（普通・特別） 

専修・一種・二種免許状 

国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、職業、職業指導、職業実習、外国語（

英語、ドイツ語、フランス語その他の外国語）、宗教 

高等学校教諭（普通・特別） 

専修・一種免許状 

国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、保健、看護、看護実習、家庭、家

庭実習、情報、情報実習、農業、農業実習、工業、工業実習、商業、商業実習、水産、水産実習、福祉、福祉

実習、商船、商船実習、職業指導、外国語（英語、ドイツ語、フランス語その他の外国語）、宗教 

（一種のみ） 

柔道、剣道、情報技術、建築、インテリア、デザイン、情報処理、計算実務 

特別支援学校教諭（普通） 

専修・一種・二種免許状 
視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者 

特別支援学校自立教科教諭

（普通・特別） 

一種・二種免許状 

理療、理学療法、音楽、理容、特殊技芸（美術、工芸、被服） 

特別支援学校自立活動教諭

（普通・特別） 

一種免許状 

視覚障害教育、聴覚障害教育、肢体不自由教育、言語障害教育 

養護教諭（普通） 

専修・一種・二種免許状 
 

栄養教諭（普通） 

専修・一種・二種免許状 
 

 

 

○旧免許状と新免許状の見分け方 
 

＜旧免許状＞ 
 平成２１年３月３１日まで（教員免許更新制が導入される前まで）に授与された教員免許状のこと。有効
期限として、生年月日等によって「最初の修了確認期限」が割り振られています。 
 ただし、既に修了確認、延期又は免除等の手続きを行ったことがある場合、その際に発行された「更新講
習修了確認証明書」等に記載された「次の修了確認期限」が現在の修了確認期限となります。 
 

＜新免許状＞ 
 平成２１年４月１日以降（教員免許更新制の導入後）に初めて授与された教員免許状のこと。有効期限と
して、教員免許状自体に「有効期間の満了の日」が記載されています。 
 「有効期間の満了の日」が異なる複数の新免許状を所持する場合、すべての免許状の有効期間は、最も遅
い「有効期間の満了の日」に自動的に統一されます。 
 
※もともと旧免許状を所持している場合は、平成２１年４月１日以降に新しく教員免許状を授与された場合

でも、その教員免許状は新免許状ではなく、旧免許状として授与されます。旧免許状と新免許状を両方持
つ、ということはありません。 

※免許状更新講習は、旧免許状所持者の修了確認期限又は新免許状の有効期間の満了の日（複数の新免許状
を所持する場合は最も遅い日に統一された日）の２年２ヶ月前から受講を開始することができます。それ
より前に受講することはできませんので、お間違えのないよう十分御確認ください。 

 

 

 

 


